
実 施 要 件 等

• 都道府県協議会・地域協議会が設立されていること

• 地域協議会が、再生利用活動や耕作者の確保（見込みを含む。）等に係る計画（耕作放棄地再生利用実施計画）を定めてい
ること

• 土地所有者に代わり耕作する者が確保され（見込みを含む。）、再生利用活動の取組初年度（再生作業）から５年間以上の耕
作が見込まれること（賃貸借、使用貸借、所有権移転、農作業受委託等）

• 土地所有者に賃貸料収入が生ずる場合、再生利用活動の取組初年度（再生作業）からの５年間における賃貸料収入相当額
を原則として、地域協議会と所有者が協議して定める額を、所有者が負担（地域協議会が徴収）し、再生作業の経費に充当。

前提条件

① 農振農用地区域内の農地であること （市民農園、教育ファームの整備は、農用地区域外も支援対象）

② 作物の栽培を行うに当たり「再生作業（障害物除去・深耕・整地等）」に一定以上の労力と費用を必要とすること （Ｐ1２参照）

③ 「施設等補完整備」の受益地とすることができる農地は、②の農地とその周辺の農地

対象農地

① 耕作放棄地対策の推進に当たっては、国、地方公共団体、関係団体等は、適切な役割分担を踏まえ相互に連携を図る必要
がある。

② 地方公共団体は、耕作放棄地対策の推進に当たり適切な役割を果たすほか、耕作放棄地対策協議会の会員としてその運営
について一定の役割を担うものとする。

国・地方等の連携

【地方財政措置】
普通交付税措置 ： 耕作放棄地対策に係る地方単独事業については、21年度より、基準財政需要額の単位費用に算入されている。

特別交付税措置 ： 耕作放棄地再生利用緊急対策交付金は、総務省の「頑張る地方応援プログラム」の連携施策の一つとなっている。

【地域活性化・経済危機対策臨時交付金（平成２１年度補正予算）】 耕作放棄地対策に係る地方単独事業は、当該臨時交付金の使途に該当する。 11



再生作業（障害物除去・深耕・整地等）に対する面積当たり定額交付の考え方

〇 本交付金は、荒廃した土地を再生する作業（再生作業）に一定以上の労力と費用を必要とする農地が支援対象

〇 「一定以上の労力と費用を必要とする」か否かや「荒廃の程度」は、工事費の概算（P13参照）によって判断
・ 工事費の概算が６～１０万円/10aの場合 ３万円/10aを交付
・ 工事費の概算が１０万円/10a以上の場合 ５万円/10aを交付

〇 地域協議会は、再生作業終了後に、実際に要した総コストを簡易な調書（P14参照）で確認

総コスト 国の交付単価

機械経費※２

材料費

労務費 ※１

６又は１０万円／１０ａ以上※３

３又は５万円／１０ａ

※１．「労務費」には、労務提供に係る人件費相当額（取組主体の労務を費用換算したもの）を
含めて計上することができる。

※２．「機械経費」には、自己所有等機械供用に係る損料相当額を含めて計上することができる。

※３．「総コスト」と「国の交付単価」の差分については、取組主体の労務提供や自己所有機械供用による
ほか、地方公共団体の単独事業や所有者負担金（地域協議会と協議して定める額）等を充てること
が考えられる。なお、耕作放棄地対策に係る地方単独事業については、２１年度より、普通交付税
措置（基準財政需要額の単位費用への算入）がなされている。

深 耕

抜排根

整 地
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別紙１

径が６ｃｍ以上の
灌木が生えている

灌木が生えているが
径が６ｃｍ以下

はい

いいえ

いいえ

はい

○草のみ

○草・灌木（径６ｃｍ以下）有

○草・灌木（径６ｃｍ超）有

参考単価：

60，500円/10a
（内訳）
チェーンソー使用
26,000円/10a
集積
20,500円/10a
運搬
14,000円/10a

参考単価：

53,000円/10a
（内訳）
草刈機使用
18,500円/10a
集積
20,500円/10a
運搬
14,000円/10a

参考単価：

44,500円/10a
（内訳）
草刈機使用
16,000円/10a
集積
20,500円/10a
運搬
8,000円/10a

根
・
地
下
茎
の
除
去
が
必
要
で
あ
る

はい

いいえ

参考単価：

5１,500円/10a
（内訳）抜根
バックホウ
クローラ型
山積0.45m3使用
41,500円/10a
運搬
10,000円/10a

ほ
場
面
に
±
10
ｃ
ｍ
程
度
の
凸
凹
が
あ
り
均
平
（表
土
の
移
動
）の
必
要
が
あ
る

深耕の必要性
（以下のいずれかが必要か）
□根域の拡大
□排水を良好にする（耕盤の破壊）
□土壌病害の抑制
□天地返しで宿根性雑草の減

参考単価

40,000円/10a
（内訳）整地
普通ブルドーザ11t級

参考単価：

7,000円/10a
（内訳）砕土、整地
ロータリーハロー

参考単価：

7,500円/10a
（内訳）深耕
プラウイングハロー

参考単価

3,000円/10a
（内訳）砕土
ディスクハロー

窪みや凹凸
が多い

参考単価：

9,000円/10a
（内訳）
人力による整地後
の礫、根等の除去

はい

いいえ

はい

はい

Ⅰ草・灌木の刈払 Ⅱ根・地下茎の除去 Ⅲ耕起・整地 Ⅳその他

弾丸暗渠
（必要に応じて）

畦畔復旧
（必要に応じて）

参考単価：
1，500円/10a
配置間隔：６ｍ

参考単価：
758円／ｍ

758円/m×延長ｍ
÷面積a×10a＝

円/10a

START

Ⅰ～Ⅳの計 円/10a

い
い
え

い
い
え

【備考】

1) 本紙は、10a当たりの工事
費を簡便に算定するため
のチェックフローであり、実
際の施工は、他種機械や
家畜の使用等、如何なる
方法でも構わない。

2) 本紙による10a当たりの工
事費積算においては、工
程管理に係る立会人や打
合せの経費等を適宜計上
して構わない。

再生作業（障害物除去・深耕・整地等）に係る「荒廃の程度」の区分
（工事費概算の例）
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〇地域協議会は、再生作業に要した総コスト（換算労務費等を含む。）を事後に確認
・ 地域協議会が取組主体となる場合は、地域協議会が実績を整理
・ 農業者等が取組主体となる場合は、農業者等が実績を整理し地域協議会に提出

注：1） 換算労務費は、労務単価（普通作業員等）に延べ作業時間の実績を乗じて算出
2) 総コスト（１０アール当たり費用）が６～１０万円又は１０万円以上となっていることを確認

再生作業（障害物除去・深耕・整地等）に係る事後確認 別紙２

農業者等が取組主体となる場合（参考様式）
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施設等補完整備に対する支援の考え方

〇 国は、施設等補完整備（用排水施設、農道、鳥獣被害防止施設、直売所・加工施設等）に係る事業費の１／２（沖縄２／３）を
支援する。

〇 事業費には、労務提供に係る人件費相当額、自己所有等機械供用に係る損料相当額を、事業費の50%（沖縄１／３）までを
限度として算入することができる。

直営施工②

事 業 費

施設整備一式を請負施工

直営施工①請負施工

材料費

＋
外注機械

経費等

事業費のうち労務等提供が50% （沖縄１／３）

労務提供

＋
自己所有等

機械提供

50%
（沖縄１／３）

事業費のうち材料費等が50%（沖縄２／３）以上

国費

１／２

（沖縄２／３）

労務提供

＋
自己所有等

機械提供

材料費

＋
外注機械

経費等

取組主体の支出

取組主体の支出

（参考）

材料費や外注費等の実費と換算労務費（取組主体の労務を費用換算したもの）とが同等となる場合は（直営施工②の場合）、材
料費や外注費等の実費全額を国の交付金をもって充てることができる。
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国費

１／２

（沖縄２／３）

50%
（沖縄２／３）

国費

１／２

（沖縄２／３）


